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尼崎市認知症初期集中支援推進業務（認知症初期集中支援チーム業務） 

公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 趣旨 

本業務は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境

で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チー

ム」（以下「支援チーム」という。）を設置し、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制

を構築することを目的とするものである。 

また、本要領は、本業務に係る受託者を選定するためのプロポーザルの実施に関して、必要

な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

⑴ 業務名 

尼崎市認知症初期集中支援推進業務（認知症初期集中支援チーム業務） 

⑵ 業務の内容 

別添｢尼崎市認知症初期集中支援推進業務（認知症初期集中支援チーム業務）仕様書（以下、

｢仕様書｣という。）｣の内容に基づき業務を実施するものとする。 

⑶ 契約期間 

令和７年４月１日から令和８年３月 31日までとする。 

ただし、令和７年度の本業務に係る予算が市議会において承認されなかった場合はこの限

りではない。また、本市が業務遂行について特段の支障がないと判断し、かつ、翌年度の関

係予算が市議会において承認された場合に限り、引き続き令和 11 年度（令和１2 年３月 31

日）まで、単年度ごとに契約を締結（継続）する。 

⑷ 提案上限額等 

7,362,000円（非課税事業）を上限とする。 

 ⑸ 支払い条件 

原則、半期（６カ月分）ごとに契約額を均等割りした額を支払うものとする。 

ただし、双方協議の上、別の条件による支払いも可とする。 

 

３ 応募資格要件 

⑴ 仕様書に定める業務について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有すること。 

⑵ 個人情報保護法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成 25年法律第 27号）、尼崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年尼崎市

条例第９号）、尼崎市情報セキュリティ対策基準その他の個人情報の保護及び情報セキュリテ

ィに関する関係法令（尼崎市の条例等を含む。）及び仕様書等の定めを遵守すること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

⑷ 本市から指名停止措置（入札参加停止措置）を受けていないこと。 

⑸ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法（平

成 11年法律第 225号）に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされていないこと。 

⑹ 自己又は自社の役員等暴力団（尼崎市暴力団排除条例（平成 25 年条例第 13 号）第２条第
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２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（同条例第２条第３号に規定する暴力団員をい

う。）もしくは暴力団密接関係者（同条例第２条第４号に規定する暴力団密接関係者をいう。）

に該当しないこと。 

⑺ 自己又は自社の役員等に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる団体ではない

こと。 

⑻ 特定の公職者（候補者を含む）、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体で

はないこと。 

⑼ 宗教や政治活動を目的とした団体ではないこと。 

⑽ 所得税又は法人税、消費税及び地方消費税、県税、市民税等を滞納している団体ではない

こと、かつ代表者がこれらの税金を滞納している団体ではないこと、個人においてもこれら

の税金を滞納していないこと。 

⑾ 受託者は、人権文化（全ての人々が、不当な差別及び排除、暴力等による人権侵害を受け

ず、及び日常生活の中で互いの人権を尊重することを考えて行動することが自然である状態

をいう。）が社会に浸透することを目指す「尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例」に定め

る事業者や市民等の責務を遵守し、事業者にあっては「責任あるサプライチェーン等におけ

る人権尊重のためのガイドライン」（令和 4 年 9 月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の

実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて、人権尊重に取り組むよう努め

ること。 

 

４ 応募者の失格 

  応募者が次の事項に該当すると本市が判断した場合は失格とする。 

ただし、本市がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 

⑴ 本要領を遵守しない場合。 

⑵ 提出書類に虚偽の記載をした場合。 

⑶ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

⑷ 応募資格を欠いていることが判明した場合。 

⑸ その他応募者の失格事項に相当するものと、本市が判断した場合。 
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５ プロポーザルの全体日程 

項 目 日 程 

募集要領の公表 令和６年 12月 26日（木） 

質問の受付 

令和７年１月 10日（金）・午後 5時まで 

※ 電子メールの件名に「プロポーザル質問 ○○○（法人

名）」と入力の上、所定の質問票に記入の上、送付すること。 

質問の回答 

令和７年１月 17日（金）までに質問内容と合わせて、質問者

名等をふせて本市のホームページ（本要領を掲載している画

面と同一画面上）に掲載する。 

企画提案書等応募書類受付 

令和６年 12月 26日（木）～令和７年１月 23 日（木） 

※ 午前９時～午後５時までの間に、必ず事前予約の上、尼

崎市役所本庁北館３階の包括支援担当まで持参すること。 

企画提案内容説明 

（プレゼンテーション） 

令和７年２月５日（水）もしくは２月７日（金） 

※ 応募書類受付の締切後、日程は別途通知する。 

※ １法人 20分間の企画提案内容の説明を実施後、20分程度

の質疑応答を実施する。 

選定結果通知 
令和７年２月下旬までに、すべての応募者へ選定結果を通知

する。 

※ 応募多数の場合は書類選考を行う場合もある。 

 

６ 当該公募に関する質問の受付 

⑴ 質問の受付期限 

令和７年１月 10日（金）午後 5時 

⑵ 質問方法 

本要領「１１ 連絡先及び提出先」に記載している電子メールアドレス宛に件名は「プロ

ポーザル質問 ○○○（法人名）」と入力の上、質問票（様式５号）を提出すること（来庁、

電話等による受付は行わない）。 

⑶ 回答 

令和７年１月 17日（金）までに質問内容と合わせて、質問者名等をふせて本市のホームペ

ージ（本要領を掲載している画面と同一画面上）に掲載する。 

⑷ 留意事項 

審査基準等に関する質問は一切受け付けない。 

なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要とする。 

 

７ 企画提案書等応募書類（様式等） 

必ず前日までに事前予約の上、令和６年 12月 26日（木）～令和７年１月 23 日（木）の午前

９時～午後５時までの間に、尼崎市役所本庁北館３階の包括支援担当へ持参すること。 

なお、企画提案書等応募書類は下記の通り。 

 ⑴ 企画提案申込書（様式１号） 



 

4 

⑵ 企画提案書（任意様式） ※ 既存のパンフレット等を用いることも可とする。 

ア 仕様書を踏まえ、内容について詳細を記載すること。 

イ 別添の「審査項目及び評価の視点」に留意し作成すること。特に、企画提案書は審査項

目として掲げる「応募事業者の実績」「業務従事者の実績」「業務理解・業務改善」「個別チ

ーム員（従事者）が欠けたときの代替方法」及び「医療機関等の連携体制」を評価できる

資料となるよう考慮すること。 

ウ 本事業の一連の運用について、本市（地域包括支援センターを含む。）との役割分担・事

務分担等が明確になるように、フロー図等で明示すること。 

エ プレゼンテーション当日に使用する資料（パワーポイント資料等）についても、企画提

案書等応募書類と併せて提出すること。 

⑶ 見積書（様式２号） 

「２ 業務の概要」に記載する提案上限額以下の金額で提示すること。 

※ 本様式の内容が充足されていれば、任意の様式も可とする。 

⑷ 会社概要（任意様式） ※ 既存のパンフレット等を用いることも可とする。 

ア 法人の経歴や事業概要を明記すること。 

イ 同種の業務等の実績がわかる資料を添付すること。 

ウ P（プライバシー）マーク又は ISMS認証等の取得を確認できる資料を添付すること。 

  なお、Pマーク又は ISMS認証等の取得を確認できる資料を添付することができない場合

は、誓約書（事前確認分）（様式３号）を添付すること。 

⑸ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

直近３か月以内に発行したものに限る。 

なお、契約等の行為を行う者を会社の代表者からそれ以外の者に委任する場合、契約後に

当該受任者にも提出を求める予定としている。 

⑹ 上記⑴～⑸について、それぞれインデックスをつけたうえ１つに綴じ、11 部（正本１部、

複本 10部）を提出するものとする。 

⑺ 辞退届（様式４号） 

企画提案申込書等応募書類提出後、応募事業者の諸般の事情により辞退する場合は、理由

を添えて「辞退届」を提出すること。 

 

８ 企画提案書等応募書類の取り扱い等について 

⑴ 提出された企画提案書等応募書類等は、一切返却しない。 

⑵ 提出された企画提案書等応募書類は、提出期日を過ぎてからの訂正や差し替えを一切認め

ない。 

⑶ 選定された法人の企画提案書等応募書類は、公開の対象とするが、選定されなかった法人

の企画提案書等応募書類は、法人名をはじめ原則、非公開とする。 

ただし、本市情報公開条例その他の法令で規定があるときは、当該規定が優先されるもの

とする。 

⑷ この募集に伴い、プロポーザル応募に要した法人の費用負担に対して、本市は一切補償し

ない。 
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９ 選定方法及び審査基準 

⑴ 選定方法 

ア 審査は本市職員で組織する選定会議において、企画提案書等応募書類、プレゼンテーシ

ョン及び質疑応答の内容を総合的に評価し選定する。 

イ 審査基準に基づき各選定委員が採点を行い、評価点数の総合計が最高得点の応募者を契

約候補者として選定する。 

ウ 地域経済活性化の観点から、市内業者（尼崎市内に本社や本店の主たる事務所を有して

いる事業者）、または、準市内業者（尼崎市内に支店や営業所等を有し、人員を配置し、事

業活動を行っている事業者）、または、事業実施に際して、市内在住者の雇用を行う提案が

あった場合は、本市が定める割合で一定の加点を行う。（企画提案申込書において、申告を

行うこと。） 

エ 応募者が１社の場合であっても、選定会議を行うものとし、審査の結果、提案内容が基

準を満たしていると認められた場合には、その応募者を契約候補者として選定する。 

なお、業務の資質確保のため、選定において別に定める最低基準を満たさなかった場合

は契約候補者の対象外とする。 

オ プレゼンテーションの実施後、本市が必要と認めたときは、提案書の内容について説明

や資料の提出を求める場合がある。 

⑵ 選定会議の実施 

ア 実施場所及び日時 

令和７年２月５日（水）もしくは、２月７日（金）に尼崎市役所内（関連施設を含む）

で実施することとし、詳細は改めて電子メールにて通知する。 

イ 実施時間 

１社につき 40 分程度を予定しており、応募者からの 20 分間の企画提案内容の説明を実

施後、20分程度の質疑応答を行う予定としている。 

ウ プレゼンテーションの方法 

事前に提出した企画提案書に基づき説明を行うこととし、プレゼンテーション当日に使

用する資料（パワーポイント資料等）も含め、事前提出以降、新たな資料の提出・使用は

不可とする。 

また、パワーポイントでの説明等プロジェクターの使用を希望する場合は、必ず企画提

案書等応募書類受付時に申し出ること。 

エ 出席者 

プレゼンテーション会場への入室は５人以内とする。なお、契約等の行為を行う者を法

人の代表者からそれ以外の者に委任する場合、当該受任者からの出席も可とする。 

オ その他 

プレゼンテーションにおける当日説明及び質疑に対する応答の内容については、提出書

類と同様に公式なものとして取り扱う。 

⑶ 審査基準 

別添「審査項目及び評価の視点」に基づいて審査を行う。 

⑷ 審査結果 

文書にて通知し、審査経過については公表しない。 
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なお、審査結果についての異議申し立てについては受け付けない。 

 

10 契約の締結 

⑴ 選定後、契約候補者は本市と契約に必要な事項を協議した後、契約を締結する。 

⑵ 次に掲げる事態が生じたときは、契約候補者の選定において定めた順位の高かった者の順

に協議を行い、契約相手方を決定する。 

なお、業務の資質確保のため、選定において別に定める最低基準を満たさなかった場合は

契約候補者の対象外とする。 

ア 契約候補者が契約の締結を辞退したとき。 

イ 契約締結時までに上記３の応募資格を欠いていることが判明したとき。 

ウ 契約締結時までに上記４の応募者の失格の要件に該当していることが判明したとき。 

エ 契約に向けて必要な協議が不調に終わったとき。 

オ その他やむを得ない事情で契約に至らなかった場合。 

⑶ 契約にあたっては尼崎市契約規則に基づくこととする。 

⑷ 契約にあたっては、改めて見積書の提出を依頼することとするが、契約候補者は提案時の 

見積金額を基に提出することとする。 

 ⑸ 契約にあたっては尼崎市契約規則第 31 条に定める所定の契約保証金を納めなければなら

ないものとする。ただし、同規則第 32条に該当する場合は、これを免除する。 

 

11 連絡先及び提出先 

〒660-8501 尼崎市東七松町１丁目 23番１号（北館３階） 

尼崎市 福祉局 福祉部 包括支援担当（担当：高寺・藤本） 

TEL：06-6489-6356 FAX：06-6489-6528 

E-Mail：ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp 

以 上   

mailto:ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp

